
大田市告示第１７０号  

 

大田市生産性向上支援事業補助金交付要綱 (令和３年大田市告示第

１０７号 )の一部を次のように改正する。  

 

令和３年９月１日  

大田市長  楫  野  弘  和    

 

第２条第 1号中「島根県強くしなやかな食品産業づくり事業補助金

」の次に「、その他生産性向上に資する設備投資に関する補助制度と

して市長が認めるもの」を加える。  

様式第１号を次のように改める。  

 



様式第１号（第６条関係） 

年  月  日 

大田市長  様 

 

申請者 住  所     

    氏  名      

                      代表者名                          

 
大田市生産性向上支援事業補助金交付申請書 

 

 大田市生産性向上支援事業補助金の交付を受けたいので、大田市生産性向上支援事業補

助金交付要綱第６条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

  

記 

  

交付申請額           円（千円未満切り捨て） 

導入する機械設備  

対象補助金区分 

※いずれかにチェック 

□ 小規模事業者持続化補助金 

□ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

□ 島根県事業承継新事業活動等支援補助金 

□ 島根県強くしなやかな食品産業づくり事業補助金 

□ その他生産性向上に資する設備投資に関する補助制度

として市長が認めるもの 

【                       】 

補助対象経費 

※上記補助事業の内 

機械設備に係るもの 

     円（税抜）×１／６＝      円 

添付書類 

※該当する国又は島根県の

補助事業に係る書類を添付 

□ 補助金交付申請書 

□ 補助金交付決定通知 

□ 補助事業実績報告書 

□ 補助金確定通知書 

□ 営業確認書類（直近の確定申告書の写し等） 

□ 大田市税等の滞納のない証明書 

誓約事項 

□ 本申請書の内容に虚偽はありません。 

□ 不正又は虚偽の手段により補助金の交付を受けた時や、要綱の規定に違反したとき、

市長が補助金の交付が適当でないと認めた場合は、補助金相当額を返還します。 

□ 市長が補助事業実施に関して調査を実施する場合、書類の提出等、調査に協力します。



附  則  

この告示は、令和３年９月１日から施行する。  


